
昭
和
三
十
九
年
労
働
省
令
第
十
九
号

労
働
災
害
防
止
団
体
法
施
行
規
則

労
働
災
害
防
止
団
体
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
労
働
災
害
防
止
団
体
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
安
全
管
理
士
の
資
格
）

第
一
条
　
労
働
災
害
防
止
団
体
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
（
法
第
三
十
六
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者

は
、
安
全
管
理
士
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第

三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。
次
条
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専

門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に

よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
産
業
安
全
に
係
る
学
科
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
（
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学

位
授
与
機
構
（
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
機
構
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

（
当
該
学
科
を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又

は
当
該
学
科
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
（
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
専
門
職
大
学

前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
産
業
安
全
に
係
る
実
務
の

経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

安
全
管
理
士
の
業
務
に
関
し
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
衛
生
管
理
士
の
資
格
）

第
二
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
衛
生
管
理
士
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
免
許
を
受
け
た

者
で
、
そ
の
後
四
年
以
上
の
労
働
衛
生
に
係
る
実
務

の
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に

お
い
て
労
働
衛
生
に
係
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た

者
（
機
構
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

（
当
該
学
科
を
修
め
た
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又

は
当
該
学
科
を
修
め
て
専
門
職
大
学
前
期
課
程
を
修

了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
労

働
衛
生
に
係
る
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

衛
生
管
理
士
の
業
務
に
関
し
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と

同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
法
第
十
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
条
　
法
第
十
九
条
（
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
発
起
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
定
款
並
び
に
創
立
総
会
の
会
議
の
日
時
及
び
場
所

に
つ
い
て
の
公
告
に
関
す
る
事
項

四
　
創
立
総
会
の
議
事
の
経
過

五
　
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
に
あ
つ
て
は
、
会
員
と

な
る
旨
の
申
出
を
し
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

六
　
労
働
災
害
防
止
協
会
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
会
員
と
な
る
旨
の
申
出
を
し
た
事
業
主
及
び
事

業
主
の
団
体
の
数

ロ
　
会
員
と
な
る
旨
の
申
出
を
し
た
事
業
主
が
当
該

指
定
業
種
に
属
す
る
事
業
に
常
時
使
用
す
る
労
働

者
の
総
数

（
設
立
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
十
九
条
の
設
立
の
認
可
の
申
請
は
、
定
款

及
び
前
条
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
附
し
た

申
請
書
を
二
通
提
出
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
成
立
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
四
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
成
立
の
届
出
は
、
登

記
事
項
証
明
書
を
添
附
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
六
条
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
定
款
の
変

更
の
認
可
の
申
請
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

添
附
し
た
申
請
書
を
二
通
提
出
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
変
更
の
内
容
及
び
理
由

二
　
変
更
の
議
決
を
し
た
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
の

経
過

（
解
散
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
三
十
二
条
第
二
項
（
法
第
五
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
解
散
の
届
出
は
、
解

散
の
議
決
を
し
た
総
会
の
議
事
の
経
過
を
記
載
し
た
書

面
を
添
附
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
労
働
災
害
防
止
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
労
働
災
害
防
止
規
程

の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、
当
該
労
働
災
害

防
止
規
程
（
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

添
附
し
た
申
請
書
を
二
通
提
出
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
設
定
又
は
変
更
の
理
由

二
　
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聞
い
た
者
の

氏
名
及
び
そ
の
意
見
の
概
要

三
　
設
定
又
は
変
更
の
議
決
を
し
た
総
会
又
は
総
代
会

の
議
事
の
経
過

（
労
働
災
害
防
止
規
程
の
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
三
十
九
条
の
労
働
災
害
防
止
規
程
の
廃
止

の
届
出
は
、
前
条
第
二
号
の
事
項
及
び
次
の
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
添
附
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
廃
止
の
理
由

二
　
廃
止
の
議
決
を
し
た
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
の

経
過

（
関
係
労
働
者
等
の
意
見
の
聴
取
）

第
十
条
　
法
第
四
十
条
の
労
働
災
害
防
止
規
程
の
設
定
、

変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
は
、
当
該
労

働
災
害
防
止
規
程
（
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更

前
の
も
の
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
面
を
提
示
し
て
、

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
者
か
ら
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
労
働
災
害
防
止
規
程
に
係
る
労
働
者
が
組
織

す
る
全
国
的
規
模
を
も
つ
労
働
組
合
（
こ
れ
に
準
ず

る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
組
合
を
含
む
。
）
の
代
表
者

又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
労
働

災
害
防
止
規
程
に
係
る
労
働
者
を
代
表
す
る
者
と
し

て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三
　
当
該
労
働
災
害
防
止
規
程
に
係
る
事
項
に
関
し
学

識
経
験
が
あ
る
者

（
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

率
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
率
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。

（
証
票
）

第
十
二
条
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
証
票
は
、
労
働
安

全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

号
）
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
等
）

第
十
三
条
　
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
書
、
報

告
書
等
の
提
出
及
び
届
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
書
の
提
出
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
社
会
保

険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士
法
人
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
社
会
保
険
労
務
士
等
」
と
い
う
。
）
が
、

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
当
該
申
請
書

の
提
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合

に
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
等
が
当
該
申
請
書
の
提

出
等
を
代
行
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
当
該
申
請
書

の
提
出
等
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
厚
生

労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
署
名
を
行
い
、
同
項
各

号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
と

併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
二
六
日
労
働
省
令

第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
六
日
労
働
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び

第
三
十
一
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭

和
四
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
三
一
日
労
働
省
令

第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規

定
　
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
三
一
日
労
働
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
二
四
日
労
働
省
令

第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
二
一
日
労
働
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　

昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
五
日

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
七
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
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